
〇ご意見の内容により分類して掲載しております。

〇ご意見について一部要約等を行っている場合があります。

（１）案に対して同趣旨及び賛同いただいたもの

№

2

４庁内連携の体制（P14)
　今回、鶴岡市国際化推進の主体が「食文化創造都
市推進課」ということで、大変なお仕事をお引き受
けくださり、ありがたく思うと同時に、このような
名称の課に仕事を丸投げされるならば、目標の３つ
はなかなか到達が難しいように思います。地域を統
括する部署との連携がどうしても必要でしょう。国
際村のお仕事をお引き受けくださる推進課の方々に
敬意を表するとともに、後方支援的立ち位置から
も、推進課のみの課題とせずに、全ての課、市を巻
き込んだ取り組みになるよう、上の方にお願いした
いと思います。

賛同 　プランの推進体制については、
プランⅤ-4「庁内連携の体制」に
記載のとおり、国際化推進担当部
局と関係部局等が横断的に連絡調
整を行うこととしており、部署横
断の取組が図られるよう努めてま
いります。
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基本目標２「地域活性化とグローバル社会への対
応」（１）多様な国際交流の促進（P12)
　UCCN（ユネスコ創造都市ネットワーク）を活用し
た食・食文化に目を向けて、連動させることで課題
を解決しようとした点が非常に素晴らしいと感じ
た。
　鶴岡に仕事で来ている方々からも母国の食文化を
もっと体験できる機会を作ってもらい、それがもと
もとあった鶴岡の食文化とも掛け合わされながら、
新たな食の魅力も生まれる可能性があり、そういっ
た部分においても積極的にトライしていくべきだ。

賛同 　ご意見については、本プランへ
対するご期待と捉え、食・食文化
を活用したまちづくりとして、本
市の食文化の体験に加え、国外の
食文化も体験できる機会の創出に
努めてまいります。

合　計 28件

３　意見とそれに対する市の考え方

賛同 　素案に対して同趣旨の意見、賛同いただいたもの 2件

参考 　今後の施策や事業実施にあたり参考とさせていただくもの 26件

いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

　８名　（意見総数　３０件）

２　いただいたご意見への対応状況

分類 対応状況 意見数

修正 　ご意見の趣旨を参考にして案を修正したもの 2件

鶴岡市国際化推進プラン（案）に対する意見公募の結果

１　概要

(1)募集期間

　令和5年12月8日（金）～令和5年12月26日（火）まで

(2)意見提出者

1



(２)ご意見を参考にプラン案を修正したもの

3

（２）暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
　技能実習生、サイエンスパークの研究職、留学生
などの生活環境は、地元の人との交流なしに完結す
るようです。国際村に来れないほど忙しい方も見受
けられます。それらの人々は、地元の人と交流した
いけれど「生活上交流する必要がない」「機会もな
い」ということのようです。
　今回の「プラン」もその状況が反映されているよ
うに思います。基本的に地元に暮らす外国籍の方に
は、「災害」や「困難」が生じた時、どう外国籍の
方を助けるか？または、観光産業を外国語話者の方
にどう広げるか？のほぼ２点に集約されているよう
に思います。
　やさしい日本語は、実は難しいです。日本人に
は、外国文化と対比した日本語の難しさがわかりに
くいので、何がやさしいかは、ある程度勉強しなく
てはわかりません。なぜ、勉強するのか？プランか
らは、「いざというときに助けるため」というイ
メージしか湧いてきません。普段の生活の中に、外
国籍の方を入れて考えられたプランではないように
思うのです。
　個人的意見を書かせて貰えば、町内会や、コミュ
ニティ、それから祭りや行事、地域活動に外国籍の
方を混ぜ込む方策が取れないものだろうか、と思う
のです。買い物など暮らしを進める上での助け合い
（各企業の取り組みの努力）もあったら良いと思い
ます。

修正 　プランには、災害対応等の外国
人住民に対する支援とともに、Ｐ
12の2（1）「多様な国際交流の促
進」として、外国人住民と地域住
民との交流の機会の創出について
方向性を示しております。
ご意見を参考に、P11の1（2）「暮
らしやすさを実感できる生活環境
の充実」の部分に、外国人住民が
地域活動等に参加しやすい環境づ
くりについて取り組むことを追記
します。

4

（２）暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
　多文化共生と一言でいうのは簡単ですが、法令順
守意識が低い国があるのは事実です。そのような国
の人たちが同じ意識のまま日本の社会に入ってくれ
ば、犯罪や問題行動が増えることが懸念されます。
そこで、鶴岡市に長期滞在する外国籍の方には鶴岡
の文化やマナーを紹介し、地元の人と関わるプログ
ラムを導入していただきたいです。
具体的には、
・町内会の仕組みと役割、・ゴミ出しのルール、・
災害時の避難場所、・学区という区分けがあり行政
区域の基本となっていること、・交番の役割と場
所、・落とし物を拾ったらどうするか
などなど挙げればキリがありませんが、合法的に入
国、滞在している外国籍の方が地元の人と同じよう
に暮らしやすい社会にするためにもこのようなプロ
グラムは是非実施し、鶴岡市民の一員であることを
自覚できるようにしていただきたいです。

修正 　外国人住民が日常生活及び社会
生活を円滑に営むためには、日本
人側が外国人の文化を理解すると
同時に、外国人住民も日本の文化
やマナーを理解することが大切だ
と考えます。
　ご意見を参考に、P11の1（2）
「暮らしやすさを実感できる生活
環境の充実」の部分に、外国人住
民が地域活動等に参加しやすい環
境づくりについて取り組むことを
追記します。

　①基本目標１「多文化共生のまちづくり」に関する意見（Ｐ11）

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方
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7

（２）暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
（基本目標３外国人観光客の受入推進にも関連）
　雪道の運転がとても大変。外国から鶴岡に引っ越
してきたが、雪の日は運転が不安であるため外に出
れない。タクシーを使おうにも、タクシー会社や運
転手が英語ができないため利用できない。タクシー
配車アプリのように、会話せずともタクシーを利用
できる仕組みがあると助かる。

参考 鶴岡市内の一部タクシー事業者で
配車アプリ導入に向けた動きがあ
りますが、利用者層が首都圏等と
は状況が異なることやランニング
コスト等、解決すべきハードルが
あると考えております。
　一方で、インバウンド旅行客受
け入れに前向きなタクシー事業者
もあることから、多言語化に関す
る国土交通省の支援メニューを各
事業者に紹介するなど、後押しし
たいと考えております。
言葉の壁がなく、円滑なコミュニ
ケーションが図られるよう、いた
だいたご意見を関係機関と共有す
るとともに、今後の施策の参考と
させていただきます。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

6

（２）暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
（基本目標３外国人観光客の受入推進にも関連）
　滞在環境を整備する中で、シェアサイクル(電動
自転車、電動キックボード)などの導入を積極的に
進めることで、外国人が夜間や休日でも、自由に移
動できる手段が提供できる。これらの施策は、観光
客だけでなく、市内に住む外国人の生活にもプラス
の影響を与え、地域の国際化に貢献すると考える。
観光施策と連動しながら早期に実現するべきであ
る。

参考 　シェアサイクルは、生活や観光
での短距離移動手段として環境に
もやさしい取組であり、観光客向
けには、駅前の観光案内所におい
て「つるおかレンタサイクル」と
して無料貸し出しを行っていま
す。しかしその一方で、維持管理
や冬季間の利用について、課題も
あると認識しております。
　ご意見は、今後の観光施策及び
公共交通施策の参考にさせていた
だきます。

②基本目標１「多文化共生のまちづくり」に関する意見（Ｐ11）

5

　この推進プランについても、翻訳をし、外国人の
方々からもご意見を聴取することが必要ではないで
しょうか。

参考 　プランについては、外国人住民
アンケートやワークショップの実
施など外国人の意見を伺いながら
策定しておりますが、プランの多
言語化については、ご意見のとお
りと考えます。
　今後、多言語版に取り組み、外
国人にも分かり易くプランの内容
を周知するとともに、意見をいた
だけるように努めてまいります。

（３）プラン案の策定に対して参考とさせていただいたもの

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

①推進プラン全体に関する意見

3



№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

11

（１）多様な国際交流の促進
（基本目標３外国人観光客の受入推進にも関連）
　鶴岡市では、子供向け地元食イベント「サスティ
ナ鶴岡」や庄内を訪問した海外シェフの小規模イベ
ントが開催されている。また、鶴岡駅前Foodeverに
は、ユネスコ食文化創造都市の料理写真が展示され
ている。一方で、ユネスコ食文化創造都市の料理人
や料理が集まり、市民がユネスコ食文化創造都市の
料理を直接楽しめるようなイベントは実施されてい
ない認識。
【国際食文化フェスティバルの開催】
定期的に食文化イベントを実施する。
ユネスコ食文化創造都市の料理人が庄内の食材を用
いた料理コンテストに挑戦し、各国料理を屋台で提
供する。評価が高かった料理人や料理には表彰式を
実施する。

参考 　ユネスコ創造都市ネットワーク
の特性を生かし、様々な国の食・
食文化とふれ合う機会を創出する
ことは、市民の国際理解の深化と
国際化社会を担う人づくりにつな
がるとともに、国際交流の促進や
インバウンド誘客にもつながるも
のと考えます。
　いただいたご意見を参考に、今
後の施策に反映してまいります。

10

（３）外国人材の受入れ支援の充実
　日本で働きたいが、外国人(主に英語を使用)が働
ける会社を探すのがとても大変。アプリやサイト
で、「外国人」や「英語のみOK」としている会社が
すぐに分かると助かる。

参考 　外国人の就労機会の確保を進め
る上で、アプリやWebサイトでの情
報提供は有効な手段だと考えま
す。ご意見を参考に、ハローワー
クをはじめとした関係機関等と連
携・協力するとともに、企業側の
ニースも伺いながら、今後の就労
施策を進めてまいります。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

③基本目標２「地域活性化とグローバル社会への対応」に関する意見（Ｐ12）

9

（3）外国人材の受入れ支援の充実
　鶴岡に留学する外国人の中には、高い専門性を持
ち、庄内や日本での就労を熱望しても雇用されずに
帰国せざるを得ない話しを耳にする。ほとんどの求
人がビジネスレベルの日本語を要求しており、留学
生の雇用が進まない背景に雇用者側の外国語力不足
も一因だと考えられる。
日本で就労資格を持ち、かつ優秀な外国人人材が鶴
岡で働くための支援が必要だと考えている。
【外国人留学生支援プログラム】
・日本語学習の機会の拡充
　（日本語教室へのシャトルバス　運行、山形大学
　　農学部キャンパスでの日本語教室出張クラス等）
・地元企業への就業サポートや外国語研修の提供
・留学生への起業支援の実施

参考 　留学生に限らず、日本語のスキ
ルをあげたいと考える外国人住民
がいることを認識しております。
本プランでは、1（1）「やさしい
日本語を含む多言語支援の充実」
を方向性として、外国人住民の日
本語習得や1（3）「外国人材の受
入支援の充実」として関係機関と
の連携を進めることとしていま
す。
いただいたご提案は、外国人材の
受入の充実に向けた施策に反映し
てまいります。
　なお、出羽庄内国際村では、移
動が困難な受講者を対象に、総合
保健福祉センター「にこ💛ふる」
や鶴岡第三コミュニティ防災セン
ターを会場に日本語教室を開催し
ています。

8

（２）暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
　庄内在住外国人の生の意見(切実な悩み)を聞いた
場合、意見を提出できる仕組みが欲しいです。

参考 　出羽庄内国際村では、外国人住
民の生活相談をはじめ、地域や企
業から外国人に関する各種相談に
応じており、市政に関わる内容に
ついては、都度共有をしていま
す。また、市のホームページから
もご意見をいただくことが可能と
なっています。これらの仕組みや
制度について周知に努めてまいり
ます。

4



14

（２）国際化社会を担う人づくり
　仕事の多様化と所得格差の拡大に伴い、海外大学
への進学やグローバルな活躍を目指す日本人が増加
している。しかし、庄内地域では海外大学進学に必
要な情報が不足しているためか、多くの生徒が国内
大学への進学に留まっていると聞く。加えて、海外
大学進学には一般的に高い費用がかかるため、金銭
的な制約も進学の障害となっている。
【海外留学支援の推進】
高校生向けの海外留学支援プログラムを提供する。
このプログラムでは奨学金の提供や留学先の選定支
援を行い、卒業後には鶴岡市への知識還元を促す。
奨学金は現行の「つるおかエール」を海外大学版に
拡張し、支援金額上限の引き上げを検討する。

参考 　本市の奨学金返済支援制度(つる
おかエール)は、県の奨学金返済支
援制度へ市が独自で上乗せ支援を
するスキームであり、県に準拠し
た制度設計となっております。
　つるおかエール奨学金返済支援
制度は令和３年度に開始したもの
であり、まずは現制度を軌道に乗
せていくよう努めているところで
すが、いただいたご意見も含め、
今後、制度の拡充等について、県
と連携し検討してまいります。

13

（１）多様な国際交流の促進
　滞在している外国人が母国の料理を気軽に食べら
れる、市民も味わえる、そういった場所を中心市街
地に生み出すことで、市街地の活性化、国際化、食
の魅力の幅が広がることに繋がるのではないか。ぜ
ひ検討していただきたい。

参考 　ご意見のとおり、食を通じた海
外文化の紹介や交流は、まちなか
の賑わいを創り出すとともに国際
交流の促進に繋がるものです。中
心市街地における創業や新規出店
を支援する制度を活用いただき、
外国料理の飲食店を新規に出店さ
れた事例もありますので、引き続
き、食や国際交流を通じた中心市
街地の活性化に努めてまいりま
す。

12

（１）多様な国際交流の促進
　子ども達も、地域の中で様々な文化の交流（とき
には衝突）の中で育ってこそ、多様性や国際性を身
につけられると思います。国際村は、国際村自体の
企画もそうですが、地域コミュニティ、地域の中小
企業（特に生活に根ざした客商売の方達）を巻き込
んだ企画ができるといいと思います。
　横浜市緑区に、知り合いがいるのですが、緑区に
は多くのインド籍の方が住んでおり、これらの方々
も、地域のために何かしたいと思っていた、住民と
一緒に草むしりなどもやってみたい、というリー
ダー格の方がおり、実現したそうです。もちろん、
文化交流的な行事も行っていますが、地域に「顔見
知り」を増やしてこそ、文化交流にも弾みがつくよ
うに思います。

参考 　これまでも出羽庄内国際村で
は、学校、事業所、コミュニティ
組織等と連携した事業を行ってき
ました。
　ワールドバザールでは、外国人
や地域住民などを巻き込む形で実
行委員会を組織して運営を続けて
きました。また、地域の運動会や
懇親会に「国際村チーム」として
参加するなどの事業も行っており
ます。今後も引き続き、地域社会
と交わり「顔見知り」が増えるよ
う取り組んでまいります。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方
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№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

16

（２）国際化社会を担う人づくり
　たしか出羽国際村がオープンする時、海外の言語
で書かれた絵本のコレクションを要望したことがあ
ります。
　実現はしなかったものの、その後、毎年開かれる
国際村のイベントで、山大農学部に留学している家
族の子どもを前に、英訳の紙芝居を披露したことが
あり、楽しんでもらいました。コロナ禍の中、ズー
ムを使った、紙芝居の海外交流が行われるなど、日
本の文化である紙芝居の国際化も進んでいます。最
近、原書版絵本が書店の店頭にも並び、図書館にも
原書版絵本の専門館が出来てきました。長野県麻積
村のおみ図書館にも、原書版絵本のコーナーがあり
話題となっています。
　国際化推進プランの中に、「小中学校における国
際理解教育の実施」がありながら、原書版のライブ
ラリーがないのは少し残念な気がします。これから
は、外国人留学生や外国人労働者の居住も増えるこ
とが予想され、子どもも一緒の世帯が増えることも
予想され、幼児教育における国際理解や国際交流の
機会として、ぜひとも原書版絵本や、英訳紙芝居の
ライブラリーがあってもしかるべきかと考えます。

参考 　ご意見のとおり、原書版の絵本
や英訳紙芝居をきっかけとして、
大人も子供も楽しみながら国際交
流や国際理解を進めることが出来
ると考えます。
　現在、市立図書館には、約750冊
の外国語の書籍があり、そのうち
の約600冊は、児童書です。団体貸
出によって学校で利用されなど、
様々な方に利用されております
が、今後も、その活用について検
討し取組を進めてまいります。
いただいたご意見を参考に、幼児
教育における国際理解の在り方に
ついて検討を進め、今後の施策に
反映してまいります。

15

（２）国際化社会を担う人づくり
　現在の日本の学校での英語教育は実践的ではな
く、EFエデュケーション・ファーストの2023年調査
で113か国中87位と低い評価を受けている。
ネイティブスピーカー講師がいるものの、活用は限
られており、実際の授業回数はかなり少ないと聞い
ている。
　英語力はいまや将来の転職や昇進、ビジネス展開
に必要なスキルとなっており、実用的な英語学習が
求められている。
【グローバル教育の推進】
　学校の英語授業では、ネイティブスピーカー講師
による授業を推進し、文法中心から、楽しむことを
重視した会話中心の教育へ転換する。

参考 　鶴岡市では、６人のＡＬＴ（外
国語指導助手）を雇用し、市内の
小・中学校へ派遣しています。
　ご指摘のとおり、文法中心の学
習からの脱却が求められていま
す。学習指導要領が示すとおり、
コミュニケーションを行う目的や
場面、状況などに応じて自分の考
えや気持などを伝え合うことがで
きるよう、さらにＡＬＴの活用を
工夫しながら、小・中学校ともに
授業づくりに努めてまいります。

6



№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

17

（２）国際化社会を担う人づくり
　　現在のプランにおいて国際化社会を担う人づく
りの対象は小中学生など若者が中心です。講座の開
催も必要ですが、鶴岡の方々は比較的内向的な方が
多いような印象であるため、こと国際施策に関して
は自治体やDMOが積極的に市民を巻き込んでいく必
要があると感じます。また、若い人たち（10代後半
から20代）の転出者が多いことは鶴岡での就職先に
限りがあることも課題として認識されています。小
中学校で徂徠学を学び、一人ひとりの生まれつきの
個性に応じてその才能を伸ばすことを基本にしなが
ら、知識を詰め込むことではなく、自ら考え学ぶ意
識を高めることという考え方はグローバルに精通す
る考え方でありまさに国際的な人材育成と通づるも
のです。そういった若者を巻き込んだ施策の一つと
して本格的な国際化事業のなかで以下のような取り
組みを検討するのはどうでしょうか。
・ 観光を担う人材の育成: 庄内コーポレーションやヤマガタ
デザインなどと共同で庄内観光人材育成講座を開設する。
（民と連携）
・ 大学等と連携した観光教育の実施：公益大や山形大、慶應
大のなかで観光ゼミを複数発足させる（学官連携）
・ つるおかボランティアリーダーの育成：現在は駅前の案内
所のみで活動しているボランティアの規模を増やし、電車が
到着した際に駅での案内をするなど日常的に来鶴者へ対応の
できるボランティアやリーダーの育成

参考 　ご意見のとおり、企業や高等教
育機関などと連携し、外国人観光
客が快適に過ごせ、何度でも訪れ
たいと思う環境を整備することが
必要と認識しています。本プラン
では、3（3）外国人観光客の受入
れ環境の充実として、外国語観光
ガイドの育成・充実を取組例とし
て記載しております。
　ご意見を参考に、観光人材育
成、来鶴者のサポートをするボラ
ンティアの養成について、取り組
みを進めてまいります。

18

（３）国際交流環境等の充実
（基本目標３外国人観光客の受入れ推進にも関連）
　外国人たちの情報源は日本人以上にスマホやイン
ターネット、そして口コミによるものです。庄内で
はイベントや今何が行われているかの情報が乏しい
ため、もったいないと思っています。プランのなか
でもICTを活用した取り組み例や施策がありました
が、自治体だけで実施していくには限界があると思
います。すでに鶴岡に住んでいる外国人たちに協力
してもらったり、デジタルネイティブの子供たちを
巻き込んだりして現在日本語しかない情報を全て英
語にする活動をしたいです。NPOのような市民団体
を立ち上げ、自治体と連携するのも一つです。ま
た、飲食店など小売店の英語対応は難しいかもしれ
ませんが、せめて英語でのHPがあれば外国人観光客
たちも情報が得られるという利点があります。
ChatGPTなどで今は簡単に英語の案内も作れるの
で、自治体がサポートしながら根気強く多言語対応
とオンライン情報の強化を進めていただけたらあり
がたいです。

参考 　各種の多言語化をするにあた
り、既に多くの外国人住民に、英
語に限らず多言語の翻訳、通訳等
に協力をいただいているところで
す。
　ご意見のとおり、ＩＣＴが進展
する社会においては、デジタルネ
イティブ世代に参画いただくこと
や外国人住民に協力いただくこと
は重要であると認識しています。
いただいたご意見を参考に、多言
語対応とオンライン情報の強化に
努めてまいります。

7



④基本目標３「外国人観光客の受入推進」に関する意見（Ｐ13）

20

　鶴岡に観光客として訪れる外国人のマーケティン
グ調査やDestinationとしての分析は、すでに日本
版DMOを取得した3年前に実施されているようです
が、都市の魅力を継続的に発信し続けるための指標
が必要です。魅力発信と認知度の向上のための施策
を実行するにあたって、鶴岡や庄内へ呼び込みたい
外国人観光客層を設定できると良いと思いました。
　例えば、仮説としては鶴岡は東京や大阪などとは
違った日本の雰囲気を味わえることから、日本ファ
ンの外国人で日本への訪問が3回目以降の観光客が
対象となり得ます（その仮説を検証するマーケティ
ングをするのも一例）。外国人による建築ツアーも
組まれているようなので、そういった訪問先の受け
入れ状況を調査することも検討が可能です。
　また、ファムトリップなどを実施し外国人ツアー
企画者やメディアの目線で鶴岡の魅力を分析しても
らい、海外に発信してもらうといった戦略がまず必
要に感じています。その事業の一環として、今施策
としてあがっている【取組例】「①ＳＮＳを活用し
た情報発信の強化」、「②外国人向け体験コンテン
ツの充実」が入ってくるという理解です。
今の３つの取り組みのもととなる観光振興プランを
別で策定してはどうかというのがコメントの趣旨で
す。

参考 　本市では、国際化推進プランと
並行し、「中期観光戦略プラン」
の策定も進めています。
　この中期観光戦略プランは、ポ
ストコロナの観光振興に向け、イ
ンバウンド拡大を重点に、持続可
能な観光地域づくりや観光消費額
の拡大を目指すために、鶴岡市中
期観光戦略プラン策定委員会を設
置し検討を進めています。
いただいたご意見を参考に、中期
観光戦略プランの策定に取り組ん
でまいります。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

19

　人口減少に伴い税収が削減され続ける中で、増加
するインバウンドや国際人口に対し十分な戦略をた
てて投資していくことは難しいでしょう。
　そこで観光税または宿泊税を提案します。鶴岡市
内の宿泊施設全てにおいて、（１泊ごとに）1人100
円ずつを徴収する制度です。年間10万人の観光客が
来れば1000万円の収入となる計算です。理想を言え
ば宿泊だけでなく、観光地でも外国人からはプラス
アルファの料金を取ることも検討したい。（例え
ば、タイの寺院、イタリアの教会などでは「地元の
ひとは無料、観光客は500円」という制度を設けて
います）将来的に観光客が増えてごみの問題やオー
バーツーリズム、騒音などの問題が出てきてから住
民が我慢をしてまで受け入れるような事態になって
からでは遅いと思います。先々を見越して地元住人
の理解も得ながら国際化を進めるためには、観光客
にも制度整備の負担を担ってもらう必要があると考
えます。
　国も出入国ごとに1000円の入国税をとり始めまし
た。東京都も宿泊税として一泊10,000円ごとに100
円を徴収しています。鶴岡市はすでに観光やビジネ
ス客も多く訪れている地でありながら、その観光客
による消費は民間にのみ入る形になっています。こ
れから100年単位で守られるべき城下町や出羽三山
の伝統文化を存続させるためにも、持続可能な収入
源を確保することが必要です。

参考 「観光税の導入」については、近
年、大きな観光地を有する自治体
で導入している例があり、観光イ
ンフラの整備や維持管理などにか
かる経費の財源として有効活用で
きると認識しています。
　本市では「観光税の導入」につ
いての検討までは進んでいない状
況ですが、ご提案については、今
後の観光政策と財政確保の参考と
させていただきます。

8



23

（１）鶴岡市の魅力発信による認知度の向上
　SNSでの発信は各事業体で独自に多言語で行うに
は限界があります。そこで、来てくれた旅行客自身
に口コミを書いてもらえるよう、Google Review、
Trip Advisor、Yelpなどに観光地、ホテル、レスト
ランなどの登録を促進することを提案します。それ
ぞれのサイトの使い方や登録方法に関するセミナー
などを開催し、各事業体に自分で登録してもらうよ
うにします。その上で、ホテルならチェックアウト
の際に、レストランならお会計時に口コミを書いて
もらい、その画面を見せてもらうと粗品をプレゼン
トするなど、工夫次第で発信がぐっと増える仕組み
作りに力を入れてほしいです。

参考 　観光誘客プロモーションにおい
て、SNSなどのデジタルマーケティ
ングは重要なものと認識しており
ます。また、ご意見のとおりSNSで
の発信は自治体独自や各事業体で
行うには、知識やマンパワーなど
の面でも難しいと考えています。
　いただいたご意見を参考に、SNS
での多言語発信にかかる先進事例
も学びながら、本市の認知度向上
につながる情報発信施策につなげ
てまいります。

24

（２）広域観光連携の強化
　鶴岡市としてのインバウンド促進の方向性が定
まっておらず、DEGAM、庄内支庁、鶴岡市観光課、
民間旅行会社などがそれぞればらばらに動いている
ように見受けられます。特にDEGAMはDMOであるにも
関わらず、インバウンドの先導役にはなっていると
はとても思えません。DEGAMでインバウンド専門の
人員を雇用し、効果的な多言語での発信と旅行商品
のとりまとめなどを行えるように予算を増やすこと
を提案します。インバウンド促進には、来てくれる
外国人向けのPRと、受け入れる側の観光業に携わる
人たちの教育、地元住民の理解促進を同時進行で行
うべきことです。この点を踏まえて、先述の組織の
役割分担を明確にし、旗振り役が誰なのかをはっき
りとさせていただきたいです。

参考 　インバウンドの方向性について
は、現在、「鶴岡市中期観光戦略
プラン」の策定に向けて策定委員
会を設置し話合いを進めており、
この中で検討を重ね、関係団体と
連携したインバウンド誘客を推進
してまいります。また、ＤＥＧＡ
Ｍ鶴岡ツーリングビューロー（以
下、「ＤＥＧＡＭ］という）に
は、インバウンドを担当する職員
が在籍しており、外国人に向けた
旅行商品の開発や提案、具体的な
体験コンテンツに取り組んでいま
す。今後は、ご意見を参考にＤＥ
ＧＡＭの機能強化や役割の明確化
を進め、戦略的な観光施策を展開
してまいります。

21

（１）鶴岡市の魅力発信による認知度の向上
　和装ではしご酒や街ブラをコンテンツ化していく
ことで、食文化と日本の伝統文化が融合した古くて
新しい体験が生み出されると感じている。市民側の
動きを市としてもサポートし、既存のコンテンツが
点で終わらず、一つのストーリーとして感じられる
ようにしていってほしい。

参考 　本プランでは、3（１）鶴岡市の
魅力発信による認知度の向上とし
て、「外国人に向けた観光コンテ
ンツの充実」に取り組むこととし
ています。ご意見を参考に、現在
あるコンテンツを生かしながら拡
充し、本市の認知度向上とインバ
ウンド誘客を推進してまいりま
す。

22

（１）鶴岡市の魅力発信による認知度の向上
　鶴岡市はインバウンドコンテンツの宝庫であるに
も関わらず多言語での観光情報が一元化されておら
ず、また主要な観光地である出羽三山や３つの日本
遺産のホームページも機械翻訳の不正確な英語で
あったり、何年も更新されていなかったりしていま
す。日本語のホームページと同じ内容・同じ質の情
報を、最低でも英語で表記できるよう、ホームペー
ジ多言語化への補助金を設けることを提案します。

参考 　ご意見のとおり、市内の観光情
報については、ホームページの多
言語化が進んでいない状況にあ
り、本年度、市の観光情報を掲載
している多言語版ホームページの
リニューアルに取り組んでいると
ころです。
　ご提案については、今後の観光
施策の参考にさせていただきま
す。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

9



⑤「Ⅴプランの推進体制」に関する意見（Ｐ14）

27

１連携・協働
　国際化の方策についても常に改善したり、オープ
ンイノベーションがはかれるように、いつでも誰で
もどこでも参加できるようなプラットホームの設置
が必要ではないでしょうか。

参考 　国際化の推進については、市
民、地域、国際交流団体など様々
な方々と連携しながらの取組みが
必要と考えています。プラット
ホーム設置の提案については、今
後の施策の参考にさせていただき
ます。

28

３多様な人材の活用
　外国人の関係人口について、鶴岡市民として、
又、鶴岡に通う方々、一度鶴岡を訪れてファンに
なった方々を含め、メンバーシップ会員として登録
していただき、情報提供、課題抽出、意見交換な
ど、より頻繁、闊達におこなえるようにする事が必
要ではないでしょうか。

参考 　ご意見のとおり、外国人に関連
する関係人口の拡大は、新たな価
値観の創造や地域の活性化にもつ
ながる重要な要素と捉えていま
す。ご意見は、今後の国際化推進
に向けての参考とさせていただく
とともに、鶴岡に縁のある外国人
の方々との継続的なつながりが持
てるよう、ネットワークづくりに
努めてまいります。

26

（３）外国人観光客の受入れ環境の充実
　鶴岡市内の観光地では日本語のみの説明が多く、
外国人観光客が直接理解できないケースがある。そ
のため、ガイド不在時には鶴岡の文化や歴史の理解
が困難になる可能性がある。
【多言語案内プロジェクト】
　鶴岡市の主要観光地や公共施設に多言語対応案内
を設置する。具体的には以下のような対応が考えら
れる。
・ＱＲコードを使ったスマートフォンでの多言語案内
　の導入（当件、カトリック鶴岡教会などは来年に向
　けて対応中）
・案内板に英語やふりがな（漢字に対して）を併記
・観光地でもスマートフォンが使用できるよう無料
　WiFiを提供

参考 　鶴岡市の主要観光地や公共施設
の多言語対応（QRコードの活用含
む）、やさしい日本語の活用、無
料WiFiの整備等、外国人が快適に
過ごせるような環境整備に努めて
まいります。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方

25

（３）外国人観光客の受入環境の充実
　滞在されている外国人の所得向上のために、副業
として、外国人ガイド、もしくは通訳になってもら
うような施策もあると良いのではないか。また、民
間のオンラインサービスなどもあり、そうしたもの
を市役所、病院、観光施設などでも活用できるよう
な枠組みを考えていくべき。

参考 ・外国人の副業については、それ
ぞれの在留資格や企業等の就労要
件により活動が制限されています
ので、それらへの対処法を検討す
ることが必要となります。また、
ガイドや通訳の依頼については、
市内で働く観光ガイドや通訳の意
見も伺いながら、施策への反映に
ついて検討を進めてまいります。
・各種窓口対応での通訳・翻訳等
については、既にあるオンライン
サービスをはじめとするICTの活用
を進めてまいります。

10



⑥その他の意見

４　パブリックコメント提出意見による修正

№ 修正前 修正後

1

【Ｐ11基本目標１　施策の方向】
(2)暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
　外国人を含む多様な人々が安心して生活で
きるよう、医療、福祉、子育て、防災、住
宅、地域コミュニティ等に関するサービスの
提供や支援に取り組みます。

(2)暮らしやすさを実感できる生活環境の充実
　外国人を含む多様な人々が安心して生活でき
るよう、医療、福祉、子育て、防災、住宅、地
域コミュニティ等に関するサービスの提供に取
り組みます。また、外国人住民が各種事業や地
域活動に参加しやすい環境づくりのほか、暮ら
しのルールの理解促進に努めます。

　市では、良好な景観を形成する
ため、鶴岡市景観計画に基づき、
大規模建築物等の景観に関する制
限を設け、これまで形成されてき
た都市構造や歴史的な街並みなど
の多様な都市景観を保全し、自然
景観とも調和した景観形成に努め
ています。
　また、空き家対策につきまして
もＮＰＯ法人等と連携しながら取
り組みを進めてまいります。

29

　現在二つのマンションの建築が検討されています
が、城下町鶴岡におけるマンション建設は景観への
悪影響を及ぼすだけでなく空き家問題をさらに深刻
化させることになるように思っております。

参考

30

　カラスの糞害が至るところにおちているのも徒歩
で移動している観光客、学生、外国人たちにとって
大きなマイナスの影響となっていると思います。法
律でカラスの駆除ができないことは認識しています
が、何らかの施策を今のうちに取らなければカラス
による悪影響が長期間にわたる景観へのダメージに
つながるように思います。

参考 　カラスの糞害にいては、平成19
年から「カラス対策プロジェクト
会議」を発足し、継続して様々な
対策を講じていますが、根本的な
解決に至っておらず、本市として
も対応に苦慮しております。
　今後は、カラスの学術研究機関
等との連携や他自治体の効果的な
取組みも参考にしながら更なる対
策の強化を検討してまいります。

№ いただいたご意見 分類 ご意見に対する市の考え方
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